
こども誰でも通園制度（乳児等通園支援事業）

【こども誰でも通園制度について】
 国の「こども未来戦略」に基づき、全てのこどもの育ちを応援す
るため、保護者の就労等の条件にかかわらず一定の時間内（１０時
間／月）で利用できる新たな制度が創設

【会議に意見を求める理由】
 国が作成した「こども誰でも通園制度の実施に関する手引き」に
おいて、事業所の認可手続きは市町村の児童福祉審議会等への意見
聴取を行うとされており、貴会議へ協力を依頼するもの



こども誰でも通園制度（乳児等通園支援事業）

【制度の概要】
【実施施設】保育所、認定こども園、幼稚園等

【対  象】０歳６か月～満３歳未満の未就園児

【利用可能時間】こども一人当たり「月１０時間」を上限

【利 用 料 】１時間当たり300円程度

【利用方法】定期利用（園・曜日・時間固定）

      柔軟利用（好きな日程を予約・利用）

                 ※親子での通園も可

【実施方法】余裕活用型（空き定員活用）

      一般型（専用室/在園児合同）



こども家庭庁資料抜粋

定員の空きを利用

専任保育士の配置は不要

クラスと合同保育

専任保育士の配置が必要

別室で保育

専任保育士の配置が必要



こども誰でも通園制度（乳児等通園支援事業）

【今後のスケジュール】

１１月 １２月 １月 ２月 ３月 ４月

こども未来応援
会議

〇
開催

〇
開催

議会終了後
意見の聴取

（意見がある場
合のみ）

保育課

こども未来応援
会議への
事業説明

こども未来応援
会議への
事業説明

事業者

議会 １２月議会
   ● 

３月議会終了
条例制定

事業開始準備開始事業実施　仮申請期間

事業者
へ承認

※11月現在7施設と協議中（公立１含む）
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乳児等通園支援事業（こども誰でも通園制度）

　全てのこどもの育ちを応援し、こどもの良質な成育環境を整備するとともに、全ての子育て家庭に対して、多

様な働き方やライフスタイルにかかわらない形での支援を強化するため、就労状況等を問わず利用可能枠の範

囲で時間単位の利用ができる給付制度です。

量の見込みと確保方策

令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和10年度 令和11年度

０
歳
児

量の見込み 0人日 28人日 27人日 27人日 27人日

確保方策 0人日 28人日 27人日 27人日 27人日

１
歳
児

量の見込み 0人日 20人日 20人日 19人日 19人日

確保方策 0人日 20人日 20人日 19人日 19人日

２
歳
児

量の見込み 0人日 17人日 17人日 16人日 16人日

確保方策 0人日 17人日 17人日 16人日 16人日

02 03 05 06 0701 07 0804

３-１６．地域子ども・子育て支援事業

※子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律（令和６年法律第47号）により新たに子ども・子育て支援事業

として位置づけられた事業です。

こどもグランドデザイン抜粋


